
注）１　公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するととも
　　　に、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

　　２　予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

随意契約によることとした理由

備考

¥18,989,290

７年度末に発生した油流出事故の被害調査によると、現在も特定
の漁港等に滞油している箇所があり、潮流・風浪の影響によって
は油が広範囲に拡散し、更なる漁業被害等が発生する恐れがある
ため、専門資機材を有し、油回収能力の高い専門業者と速やかに
契約必要がある。このことから、一般競争に付す暇がないため、
即時対応可能な上記の者と緊急随意契約を締結するもの。（会計
法第２９条の３第４項）

株式会社エクステージ

¥18,989,290

契約の相手方の氏名及び住所

契約金額
（消費税及び地方消費税含む）

予定価格
（消費税及び地方消費税含む）

随　意　契　約　結　果　書

契約担当官等の氏名並びに所属す
る部局の名称及び所在地

物品等の名称及び数量

契約締結日

浮流油防除作業（塩釜港）（単価契約）

支出負担行為担当官
第二管区海上保安本部長　白﨑　俊介
第二管区海上保安本部
宮城県塩釜市貞山通３－４－１

2026年4月6日


